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は
じ
め
に

〈
歴
史
〉
　
へ
の
態
度

　
井
上
靖
「
漆
胡
樽
」
は
、
「
新
潮
」
昭
和
二
十
五
年
四
月
号
（
第
四
十
七
巻

第
四
号
）
に
発
表
さ
れ
、
そ
の
後
短
編
集
『
雷
雨
』
（
昭
和
二
十
五
年
十
二
月

二
十
五
日
、
新
潮
社
）
に
収
録
さ
れ
た
。
同
時
代
評
を
見
る
限
り
、
「
漆
胡
樽
」

は
取
り
立
て
て
評
価
さ
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
例
え
ば
、
外
村

繁
は
「
読
ん
で
い
る
間
は
、
私
の
胸
に
も
漆
胡
樽
が
日
本
に
伝
来
す
る
ま
で
の

ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
感
情
が
わ
か
な
い
で
も
な
か
っ
た
。
が
、
読
後
、
私
の
感

情
は
は
か
な
く
消
え
て
し
ま
っ
付
」
と
述
べ
て
い
る
し
、
竹
中
郁
は
「
井
上
靖

の
「
漆
胡
樽
」
は
い
い
材
料
で
す
。
そ
し
て
力
作
で
し
た
が
、
中
段
だ
れ
ま
す
。

た
ぶ
ん
あ
の
漢
文
調
の
運
筆
に
鏃
理
が
あ
る
の
で
し
ょ
竹
」
と
述
べ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
同
時
代
的
な
評
価
に
も
関
わ
ら
ず
、
現
在
「
漆
胡
樽
」
は
井
上
靖

研
究
の
中
で
あ
る
存
在
感
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
井
上

　
　
　
　
　
井
上
靖
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山
　
　
田
　
　
哲
　
　
久

靖
が
描
い
た
最
初
の
「
歴
史
小
説
」
と
し
て
の
評
価
で
あ
る
。
例
え
ば
、
曾
根

博
義
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
正
倉
院
御
物
展
で
見
た
西
域
伝
来
の
異
物
の
印
象
を
書
い
た
詩
「
漆
胡

　
　
樽
」
と
、
そ
の
詩
か
ら
生
ま
れ
た
最
初
の
歴
史
小
説
「
漆
胡
樽
」
は
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
の
方
法
の
秘
密
と
、
以
後
の
歴
史
小
説
の
モ
チ
ー
フ
を
明
か
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
評
価
は
曾
根
に
特
徴
的
な
も
の
で
は
な
い
。
「
漆
胡
樽
」
は
井

上
靖
の
「
最
初
の
歴
史
小
説
」
と
し
て
の
地
位
を
与
え
ら
れ
、
そ
の
他
の
歴
史

小
説
の
主
題
の
源
泉
を
「
漆
胡
樽
」
に
見
る
と
い
う
解
釈
が
さ
れ
て
き
旭
。

　
そ
れ
に
対
し
て
柴
口
順
一
は
、
コ
」
と
「
三
」
が
新
聞
記
者
で
あ
る
「
私
」

の
語
り
、
「
二
」
が
戸
田
竜
英
と
い
う
人
物
に
よ
る
「
歴
史
小
説
風
の
物
語
」

と
い
う
三
章
構
成
を
持
つ
「
漆
胡
樽
」
を
、
「
し
い
て
歴
史
小
説
と
呼
ぶ
必
要

は
な
か
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
馳
。
柴
口
の
指
摘
を
踏
ま
え
、
「
漆
胡
樽
」
の
構

成
に
注
目
し
た
時
、
コ
」
「
三
」
の
「
私
」
の
語
り
の
部
分
が
、
昭
和
二
十
一
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年
に
開
催
さ
れ
た
「
正
倉
院
特
別
展
観
」
を
背
景
に
持
つ
こ
と
が
問
題
と
し
て

浮
上
し
て
く
る
だ
ろ
う
。
「
漆
胡
樽
」
は
二
つ
の
〈
歴
史
〉
を
内
包
す
る
作
品

な
の
で
あ
る
。
文
字
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
〈
歴
史
〉
－
「
歴
史
小
説
風
の
物
語
」

に
お
け
る
〈
歴
史
〉
－
と
同
時
代
的
な
〈
歴
史
〉
が
ど
の
よ
う
に
接
続
さ
れ
る

の
か
。
「
歴
史
小
説
」
を
数
多
く
執
筆
し
た
井
上
靖
の
〈
歴
史
〉
へ
の
態
度
を

考
察
す
る
に
は
、
同
時
代
的
な
視
点
を
内
包
し
た
「
漆
胡
樽
」
は
格
好
の
作
品

な
の
で
あ
る
。

一
、
「
漆
胡
樽
」
の
物
語
空
間

「
第
一
回
正
倉
院
御
物
展
」
に
つ
い
て

　
　
百
余
点
の
正
倉
院
御
物
は
奈
良
博
物
館
の
階
下
に
八
室
に
分
け
ら
れ
て
陳

　
　
列
さ
れ
て
あ
っ
た
。
（
口

　
冒
頭
に
置
か
れ
た
こ
の
文
章
に
よ
っ
て
、
「
漆
胡
樽
」
の
物
語
空
間
が
提
示

さ
れ
る
。
「
奈
良
博
物
館
」
に
「
正
倉
院
御
物
」
が
「
陳
列
」
さ
れ
て
い
る
状

況
と
は
、
現
在
も
年
に
一
度
開
催
さ
れ
て
い
る
「
正
倉
院
展
」
に
他
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
そ
の
後
に
「
敗
戦
直
後
」
や
「
最
初
の
公
開
」
と
い
っ
た
言
葉
が
使

わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
の
「
正
倉
院
展
」
は
、
昭
和
二
十
一
年
十
月

二
十
一
日
か
ら
同
年
十
Ｔ
月
九
日
ま
で
の
二
十
日
間
に
渡
っ
て
開
催
さ
れ
た

「
正
倉
院
特
別
展
観
」
と
特
定
で
き
娠
。
ま
た
、
「
私
」
は
、
「
学
者
、
教
育
家
、

芸
術
家
、
新
聞
報
道
関
係
等
の
特
殊
な
限
ら
れ
た
人
た
ち
だ
け
に
設
け
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二

特
別
観
覧
日
」
と
、
そ
の
「
翌
日
」
に
正
倉
院
を
訪
れ
て
い
る
。
「
特
別
観
覧

日
」
と
は
、
「
毎
日
新
聞
」
の
記
事
に
よ
れ
ば
昭
和
二
十
一
年
十
月
十
九
日
で

あ
る
か
ら
、
小
説
「
漆
胡
樽
」
は
、
こ
の
「
正
倉
院
特
別
展
観
」
の
「
特
別
観

覧
日
」
で
あ
る
昭
和
二
十
一
年
十
月
十
九
日
と
そ
の
翌
日
を
描
い
た
作
品
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

　
小
説
「
漆
胡
樽
」
の
中
で
は
「
正
倉
院
特
別
展
観
」
は
「
御
物
展
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。
井
上
が
小
説
「
漆
胡
樽
」
発
表
以
前
に
同
名
の
散
文
詩
「
漆
胡
樽

正
倉
院
御
物
展
を
観
て

」
（
「
文
学
雑
誌
」
第
一
巻
第
三
号
、
昭
和
二

十
二
年
五
月
十
五
日
、
三
島
書
房
）
を
書
い
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
も
「
御
物
展
」
と
い
う
単
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
昭
和
二

十
一
年
に
開
催
さ
れ
た
「
正
倉
院
展
」
の
正
式
名
称
は
、
公
式
目
雛
に
も
印
刷

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
正
倉
院
特
別
展
観
」
で
あ
る
。
井
上
は
正
式
名
称
を
選

択
せ
ず
、
「
御
物
展
」
と
い
う
名
称
を
選
択
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
「
正
倉
院

特
別
展
観
」
が
開
催
さ
れ
た
昭
和
二
十
一
年
当
時
、
井
上
は
毎
日
新
聞
大
阪
本

社
の
文
化
部
副
部
長
で
あ
」
ぐ
記
者
と
し
て
こ
の
「
正
倉
院
特
別
展
観
」
を
取

材
し
た
と
い
柚
。
こ
の
取
材
経
験
が
「
御
物
展
」
と
い
う
表
記
の
原
因
と
考
え

ら
れ
る
の
だ
。

　
例
え
ば
「
朝
日
新
聞
」
の
記
事
は
「
正
倉
院
特
別
展
観
」
で
統
一
さ
れ
て
い

拡
。
一
方
、
井
上
が
勤
務
し
て
い
た
毎
日
新
聞
社
で
は
、
「
正
倉
院
御
物
展
」

ま
た
は
「
正
倉
院
御
物
展
観
」
の
表
記
で
統
一
さ
れ
て
い
仙
。

毎
日
新
聞
社
に

｜

｜

｜



勤
務
し
て
い
た
井
上
が
、
「
正
倉
院
御
物
展
」
と
い
う
表
記
を
選
択
し
た
理
由
　
　
情
と
接
続
さ
れ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

に
は
こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ふ
。

　
「
御
物
展
」
と
い
う
表
記
、
そ
し
て
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
が
「
新
聞
記
者
」

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
小
説
「
漆
胡
樽
」
は
井
上
の
記
者
時
代
の
「
御
物
展
」
に

関
す
る
取
材
経
験
が
内
包
さ
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
「
漆

胡
樽
」
を
井
上
の
以
後
の
「
歴
史
小
説
」
と
同
列
に
扱
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う

な
作
品
の
背
景
を
取
り
こ
ぽ
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
漆
胡
樽
」
は
井
上
の
取
材
経
験
を
通
し
た
同
時
代
性
を
内
包
し
て
い
る
作
品

で
あ
り
、
「
漆
胡
樽
」
を
め
ぐ
る
〈
歴
史
〉
が
そ
の
同
時
代
性
の
中
で
語
ら
れ

る
以
上
、
小
説
「
漆
胡
樽
」
の
分
析
は
「
御
物
展
」
の
同
時
代
的
文
脈
を
踏
ま

え
る
べ
き
な
の
だ
。

　
『
奈
良
国
立
博
物
館
百
年
の
歩
み
』
に
よ
る
と
、
こ
の
「
御
物
展
」
の
総
入

館
者
数
は
十
四
万
七
四
八
七
人
で
あ
り
、
東
京
開
催
（
昭
和
二
十
四
年
・
昭
和

三
十
四
年
・
昭
和
五
十
六
年
）
を
除
い
て
、
昭
和
五
十
二
年
ま
で
更
新
さ
れ
る

こ
と
が
な
か
っ
加
。
中
川
登
史
宏
『
正
倉
院
物
語
』
（
昭
和
五
十
七
年
十
月
二

十
日
、
向
陽
書
房
）
に
よ
れ
ば
、
「
御
物
展
」
は
「
敗
戦
で
打
ち
ひ
し
が
れ
た

県
民
は
む
ろ
ん
、
関
西
の
地
方
の
人
々
を
元
気
づ
け
る
意
味
も
あ
っ
て
「
文
化

日
本
」
の
具
体
化
の
Ｉ
つ
と
し
て
」
開
催
さ
れ
た
と
い
う
。
ま
た
、
和
田
軍
一

も
「
御
物
展
」
の
盛
況
を
「
終
戦
後
の
心
の
空
虚
な
時
期
」
と
重
ね
て
語
っ
て

い
仙
。
「
御
物
展
」
は
、
現
在
ま
で
「
敗
戦
」
「
終
戦
」
を
経
験
し
た
国
民
の
心

井
上
靖
「
漆
胡
樽
」
論

　
で
は
、
開
催
当
時
の
「
御
物
展
」
を
め
ぐ
る
言
説
は
ど
う
だ
ろ
う
。
「
正
倉

院
の
御
物
展
観
」
（
「
毎
日
新
聞
」
昭
和
二
十
一
年
十
月
十
九
日
）
と
い
う
記
事

は
、
「
御
物
展
」
に
つ
い
て
「
わ
が
国
の
誇
り
と
い
っ
て
い
い
こ
れ
ら
の
名
宝

を
日
本
歴
史
最
初
の
敗
戦
の
際
に
国
民
の
前
に
展
示
さ
れ
る
こ
と
は
い
さ
さ
か

感
慨
を
禁
じ
得
な
い
も
の
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
「
御
物
展
」

が
、
「
敗
戦
」
を
経
験
し
た
国
民
と
接
続
さ
れ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
「
御
物
展
」
は
中
川
登
史
宏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
新
し
い
「
文
化
日

本
」
を
象
徴
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
矢
代
幸
雄
は
「
文
化
立
国
が

唱
導
せ
ら
れ
る
折
柄
、
今
回
の
奈
良
帝
室
博
物
館
に
お
け
る
正
倉
院
御
物
展
観

は
文
化
復
興
の
進
路
に
つ
い
て
い
ま
な
お
混
迷
彷
徨
す
る
も
の
に
対
し
て
一
つ

の
光
明
と
指
針
と
を
与
え
る
も
の
で
あ
飴
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
御

物
展
」
の
目
的
は
、
「
敗
戦
」
に
打
ち
ひ
し
が
れ
た
国
民
が
「
過
去
に
お
け
る

我
国
文
化
を
か
え
り
見
て
そ
の
認
識
を
新
た
に
し
、
日
本
文
化
再
発
足
の
基
礎

を
作
柚
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
同
時
代
的
文
脈
を
小

説
「
漆
胡
樽
」
は
次
の
様
に
記
し
て
い
る
。

　
　
　
今
ま
で
帝
室
の
秘
宝
と
し
て
、
一
部
の
人
を
除
い
て
は
、
一
般
人
の
窺

い
知
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
正
倉
院
御
物
の
最
初
の
公
開
は
、
敗
戦
直

後
の
虚
脱
し
た
人
々
の
心
に
初
め
て
一
抹
の
光
ら
し
い
も
の
が
射
し
込
ん

だ
感
じ
で
、
国
家
の
事
業
と
し
て
も
時
宜
を
得
た
催
し
で
あ
っ
た
。
（
口
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「
敗
戦
直
後
の
虚
脱
し
た
人
々
」
が
「
国
家
の
事
業
」
と
し
て
の
「
御
物
展
」

に
集
ま
る
と
い
う
こ
の
設
定
か
ら
、
小
説
「
漆
胡
樽
」
は
同
時
代
的
文
脈
を
物

語
空
間
と
し
て
提
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
同
時
代
的
文

脈
の
中
で
の
「
御
物
展
」
へ
の
態
度
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
が
模
範
的

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
　
た
と
い
、
そ
れ
が
輸
入
文
化
で
あ
っ
て
も
、
尊
重
し
、
再
現
し
、
そ
の
美

　
　
し
さ
を
心
か
ら
賛
賞
し
た
日
本
人
の
能
力
と
い
う
も
の
は
高
く
評
価
さ
れ

　
　
ね
ば
な
ら
ず
、
戦
争
中
、
わ
れ
わ
れ
の
周
囲
に
ウ
ヨ
ウ
ヨ
し
た
偏
狭
な
国

　
　
粋
主
義
者
と
ち
が
っ
て
、
当
時
の
日
本
人
が
ど
ん
な
に
誠
実
な
気
持
ち
で

　
　
世
界
の
文
化
に
対
し
た
か
を
考
え
る
時
、
こ
の
点
も
ま
た
わ
れ
わ
れ
へ
の

　
　
反
省
の
資
と
な
る
の
で
あ
緬
。

　
「
御
物
」
に
過
去
の
日
本
人
の
姿
を
投
影
し
、
そ
の
姿
勢
を
賞
賛
す
る
態
度

は
、
前
述
し
た
「
御
物
展
」
の
目
的
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
こ
の
よ
う
な
同
時
代
的
文
脈
と
小
説
「
漆
胡
樽
」
に
お
け
る
語
り
手
で
あ
る

「
私
」
の
態
度
を
比
較
し
た
時
、
小
説
「
漆
胡
樽
」
が
持
つ
特
質
が
浮
上
し
て

く
る
。
「
自
社
か
ら
近
く
私
が
そ
の
責
任
者
と
な
っ
て
新
し
く
発
刊
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
グ
ラ
フ
雑
誌
の
口
絵
第
コ
貝
の
写
真
」
を
選
ぶ
た
め
に
「
御
物

展
」
を
訪
れ
た
「
敗
戦
直
後
の
虚
脱
し
た
人
々
」
の
一
人
で
あ
る
「
私
」
は
、

「
根
っ
か
ら
美
術
や
考
古
学
に
は
縁
の
遠
い
」
人
物
で
あ
り
、
「
会
場
に
並
ぶ
数

々
の
珍
奇
な
財
宝
」
は
「
私
」
に
と
っ
て
は
「
所
詮
猫
に
小
判
」
で
あ
る
と
語
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ら
れ
る
。
「
グ
ラ
フ
雑
誌
」
と
い
う
不
特
定
多
数
の
読
者
を
持
つ
媒
体
を
編
集

す
る
立
場
に
い
る
「
私
」
が
、
「
御
物
展
」
に
並
ぶ
「
財
宝
」
に
過
去
の
日
本

人
の
姿
や
文
化
を
投
影
す
る
こ
と
は
な
く
、
「
深
く
心
揺
す
ぶ
ら
れ
る
」
こ
と

も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
「
私
」
の
態
度
は
、
「
御
物
展
」
を
め
ぐ
る
同
時
代
的

文
脈
に
裂
け
目
を
入
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

二
、
「
戸
田
竜
英
」
の
語
り

　
「
私
」
は
、
「
他
の
陳
列
品
と
は
異
な
り
、
美
術
品
で
も
何
で
も
な
い
一
個
の

上
古
の
異
国
の
器
物
」
で
あ
る
「
漆
胡
樽
」
の
前
で
「
自
分
の
心
が
ふ
し
ぎ
に

休
ま
さ
れ
静
め
ら
れ
て
ゆ
く
の
を
感
じ
」
る
。
「
私
」
は
「
漆
胡
樽
」
の
「
資

料
と
し
て
の
価
値
は
知
ら
な
い
」
が
、
「
こ
の
会
場
で
の
唯
一
最
高
の
芸
術
品

で
あ
る
」
と
し
、
「
私
が
て
が
け
る
グ
ラ
フ
雑
誌
の
最
初
の
号
の
第
一
頁
を
こ

の
漆
胡
樽
で
飾
ろ
う
と
思
」
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
私
」
は
、
「
漆
胡
樽
の

解
説
の
執
筆
者
」
と
し
て
、
「
戸
田
竜
英
」
と
い
う
人
物
を
紹
介
さ
れ
る
。
「
戸

田
」
は
詳
細
が
定
か
で
は
な
い
「
漆
胡
樽
」
を
「
唄
石
」
と
表
現
し
、
そ
の

「
来
歴
」
を
語
り
始
め
る
。

　
「
二
」
は
「
戸
田
」
の
語
り
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
「
二
」
は
「
漆
胡
樽
」
が

「
歴
史
小
説
」
に
分
類
さ
れ
る
根
拠
で
あ
り
、
柴
口
順
一
が
「
歴
史
小
説
風
の

物
語
」
と
表
現
し
た
箇
所
で
あ
る
。
コ
戸
田
」
の
語
り
は
、
「
張
驀
の
西
域
入

り
」
の
「
百
年
程
前
」
の
時
点
か
ら
、
「
御
物
展
」
ま
で
の
、
お
よ
そ
二
千
年



の
期
間
を
「
戸
田
」
が
語
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
漆
胡

樽
」
と
い
う
器
物
を
二
千
年
の
時
の
流
れ
に
放
り
込
み
、
〈
歴
史
〉
に
定
位
さ

せ
る
語
り
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
「
二
」
が
「
歴
史
小
説
風
の
物
語
」
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
は
「
戸
田
」
の
語
り
・
が
〈
歴
史
〉
を
内
包
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
戸
田
」
が
「
二
、
三
冊
の
ノ
ー
ト
」
と
「
数
冊
の
書
物
」
を
広
げ
て
語
り
始

め
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
〈
歴
史
〉
と
は
文
字
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
〈
歴
史
〉
で

あ
り
、
語
ら
れ
る
内
容
が
〈
歴
史
〉
で
あ
る
以
上
、
〈
歴
史
〉
を
語
る
た
め
の

資
料
が
必
要
で
あ
る
。
井
上
は
後
に
「
漆
胡
樽
」
の
執
筆
過
程
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
　
こ
の
方
は
漆
胡
樽
そ
の
も
の
が
詳
し
く
、
何
に
使
用
さ
れ
た
も
の
か
さ
え

　
　
も
判
ら
ず
、
江
上
波
夫
氏
の
お
宅
に
伺
っ
て
、
江
上
氏
の
意
見
を
伺
っ
た

　
　
り
、
美
術
研
究
所
の
松
下
隆
章
氏
は
じ
め
何
人
か
の
方
々
か
ら
そ
れ
に
つ

　
　
い
て
の
考
え
を
聞
か
し
て
貰
っ
た
り
し
て
、
全
く
初
め
か
ら
仕
舞
い
ま
で
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
　
自
分
の
自
由
な
想
像
で
小
説
に
書
い
て
し
ま
っ
た
。

　
こ
こ
で
、
井
上
は
「
漆
胡
樽
」
を
「
自
分
の
自
由
な
想
像
」
で
書
い
た
こ
と

を
強
調
し
て
い
る
。
同
様
の
内
容
を
他
の
文
章
で
も
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

井
上
に
と
っ
て
小
説
「
漆
胡
樽
」
が
「
想
像
」
の
産
物
で
あ
っ
た
と
い
う
認
識

は
確
定
し
て
い
た
と
言
え
柚
。
し
か
し
、
ま
た
一
方
で
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て

い
る
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
井
上
靖
「
漆
胡
樽
」
論

「
漆
胡
樽
」
は
前
か
ら
持
っ
て
い
た
材
料
だ
っ
た
が
い
ざ
筆
を
取
る
と
、

調
べ

り
な
い
こ
と

か
ら

へ
出
て
来
て
、
連
日
半
徹
夜
を
繰
返
し

な
が
ら
到
頭
締
切
に
間
に
合
わ
な
く
な
り
、
五
十
枚
程
の
原
稿
を
三
回
に

渡
す
羽
目
に
な
っ
加
。

　
「
漆
胡
樽
」
と
い
う
器
物
自
体
が
「
詳
し
く
、
何
に
使
用
さ
れ
た
も
の
か
さ

え
も
判
ら
」
な
い
と
い
う
点
か
ら
、
「
漆
胡
樽
」
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
は

「
想
像
」
の
産
物
で
あ
り
、
「
調
べ
足
り
な
い
こ
と
」
と
は
〈
歴
史
〉
に
つ
い
て

の
考
証
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
井
上
は
「
漆
胡
樽
」
を
執
筆
す
る

に
あ
た
っ
て
、
「
想
像
」
だ
け
で
は
な
く
何
ら
か
の
資
料
を
使
用
し
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
井
上
が
参
照
し
た
で
あ
ろ
う
資
料
に
つ
い
て
検
討

す
る
。

当
時
、
西
域
地
方
に
は
い
わ
ゆ
る
三
十
六
国

三
十
六
集
団
の
小
部

族
が
、
タ
ー
リ
ム
盆
地
周
辺
に
点
々
と
散
在
す
る
オ
ア
シ
ス
地
帯
に
、
そ

れ
ぞ
れ
小
さ
い
城
郭
を
構
え
、
農
耕
生
活
を
営
ん
で
い
た
。
ア
ー
リ
ヤ
人

種
の
イ
ラ
ン
系
に
属
す
る
種
族
で
あ
る
。
み
な
匈
奴
の
西
、
烏
孫
の
南
に

あ
り
、
南
北
に
大
山
（
天
山
山
脈
と
獄
寄
山
脈
）
あ
り
、
中
央
に
河
（
夕

ー
リ
ム
河
）
あ
り
・
、
東
西
六
千
余
里
、
南
北
千
余
里
、
東
は
即
ち
漢
に
接

し
、
随
す
る
に
玉
門
、
陽
関
を
以
て
し
、
西
は
即
ち
限
る
に
葱
嶺
（
パ
ミ

Ｉ
ル
高
原
）
を
以
て
す
と
、
『
漢
書
』
西
域
伝
の
伝
う
る
よ
う
に
、
常
に

北
方
遊
牧
民
の
掠
奪
と
大
自
然
の
脅
威
の
も
と
に
、
彼
等
の
生
活
は
置
か
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井
上
靖
「
漆
胡
樽
」
論

　
　
れ
て
あ
っ
た
。
二
一
）

　
こ
の
文
章
を
素
直
に
捉
え
れ
ば
、
「
『
漢
書
』
西
域
伝
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
『
宋
景
祐
本
漢
書
』
の
「
西
域
伝
第
六
十
六
上
」
に
は
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
西
域
以
孝
武
時
始
通
本
三
十
六
國
其
後
梢
分
至
五
十
除
皆
在
匈
奴
之
西
烏

　
　
孫
之
南
南
北
有
大
山
中
央
有
河
東
西
六
千
諦
里
南
北
千
諦
里
東
則
接
漢
随

以
玉
門
陽
開
西
則
限
以
葱
嶺
つ
一
十
柏
）

　
「
『
漢
書
』
西
域
伝
」
の
内
容
と
さ
れ
る
「
漆
胡
樽
」
の
文
章
と
『
漢
書
』
の

文
章
は
、
内
容
や
使
わ
れ
て
い
る
単
語
が
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
井
上
は
『
漢

書
』
を
参
照
し
て
、
こ
の
文
章
を
構
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
『
漢

書
』
西
域
伝
」
だ
け
で
は
、
「
戸
田
」
の
語
り
の
内
容
を
全
て
網
羅
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
で
は
、
井
上
は
そ
の
他
に
ど
の
よ
う
な
資
料
を
参
照
し
た
の
だ

ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
、
「
戸
田
」
の
語
り
に
は
「
『
漢
書
』
西
域
伝
」
以
外
の
書
名
が
記
さ

れ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
注
目
し
た
い
。
コ
戸
田
」
の
語
り
の
内
容
は
、
『
史

記
』
や
『
後
漢
書
』
、
『
魏
書
』
や
『
北
史
』
に
そ
の
該
当
箇
所
と
考
え
ら
れ
る

文
章
が
散
見
さ
れ
る
。
で
は
、
な
ぜ
「
漆
胡
樽
」
に
は
「
『
漢
書
』
西
域
伝
」

以
外
の
書
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
穿
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、
井

上
は
「
漆
胡
樽
」
執
筆
に
お
い
て
、
「
『
漢
書
』
西
域
伝
」
以
外
の
「
漢
籍
」
を

直
接
参
照
し
て
い
な
い
可
能
性
が
あ
る
の
だ
。
そ
も
そ
も
、
コ
戸
田
」
の
語
り
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の
内
容
は
「
漢
籍
」
だ
け
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
「
歴
史
小
説
風

の
物
語
」
の
背
景
に
あ
る
〈
歴
史
〉
は
、
「
漢
籍
」
以
外
の
書
物
で
も
補
う
こ

と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
　
　
漢
の
武
帝
の
命
を
奉
じ
て
、
最
初
の
公
人
と
し
て
西
域
に
使
し
た
張
驀

　
　
が
、
あ
し
か
け
十
三
年
に
亙
る
長
い
旅
行
を
終
わ
っ
て
、
故
国
に
帰
り
・
つ

　
　
い
た
の
は
紀
元
前
一
二
六
年
で
あ
る
。
張
驀
は
国
を
出
る
時
百
余
人
の
同

　
　
行
者
を
伴
っ
て
出
発
し
た
が
、
帰
る
時
は
僅
か
一
人
を
従
う
の
み
で
あ
っ

　
　
た
。
二
一
）

　
「
張
驀
」
と
い
う
人
物
名
か
ら
、
『
漢
書
』
中
の
「
張
驀
李
広
伝
第
三
十
二

か
ら
の
引
用
に
見
え
る
。
し
か
し
、
『
宋
景
祐
本
漢
書
』
の
「
張
驀
李
広
伝
第

三
十
口
に
は
「
初
驀
行
時
百
諭
人
去
十
三
歳
唯
二
人
得
還
」
と
記
さ
れ
て
お

り
、
「
漢
の
武
帝
の
命
を
奉
じ
て
、
最
初
の
公
人
と
し
て
西
域
に
使
し
か
」
こ

と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
井
上
が
「
張
驀
李
広
伝
第
三
十
二
以
外
の
文
章
を

参
照
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
羽
田
亨
『
西
域
文
明
史
概

論
』
（
昭
和
六
年
四
月
二
十
日
、
弘
文
堂
）
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
漢
の
武
帝
の
命
を
奉
じ
て
西
域
に
使
し
た
張
驀
が
、
西
暦
紀
元
前
一
二
六

　
　
年
に
、
十
三
年
間
に
か
け
て
の
長
い
旅
行
を
了
っ
て
帰
っ
て
き
た
の
で
、

　
　
こ
ヽ
に
始
め
て
支
那
で
は
西
域
の
事
情
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な

　
　
っ
た
と
い
ふ
の
は
、
東
西
交
通
の
発
端
と
し
て
、
支
那
の
歴
史
に
記
さ
れ

　
　
て
居
る
有
名
な
事
件
で
あ
る
。



　
こ
の
文
章
に
、
市
村
燈
次
郎
『
東
洋
史
統
』
（
昭
和
十
四
年
十
二
月
二
十
二

日
、
冨
山
房
）
の
次
の
文
章
を
加
え
れ
ば
、
井
上
「
漆
胡
樽
」
の
文
章
を
構
成

す
る
要
素
は
揃
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
張
驀
の
出
発
し
て
よ
り
帰
還
す
る
ま
で
に
十
三
年
も
か
か
っ
た
の
で
。

　
　
最
初
の
同
行
者
百
余
人
の
中
、
張
驀
と
共
に
還
り
来
っ
た
も
の
は
唯
一
人

　
　
の
み
で
あ
っ
た
。

　
羽
田
亨
『
西
域
文
明
史
概
論
』
及
び
市
村
燈
次
郎
『
東
洋
史
統
』
は
、
い
ず

れ
も
神
奈
川
近
代
文
学
館
「
井
上
靖
文
庫
」
所
蔵
の
書
籍
で
あ
り
、
井
上
靖
の

旧
蔵
書
と
な
る
。
「
漆
胡
樽
」
の
文
章
は
、
『
漢
書
』
「
張
驀
李
広
伝
第
三
十
二

か
ら
の
引
用
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
二
冊
の
書
物
か
ら
の
引
用
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
た
文
章
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
井
上
は
「
漆
胡
樽
」
執
筆
に
際
し
て
、

「
調
べ
た
り
・
な
い
こ
と
」
が
あ
っ
た
の
で
「
連
日
半
徹
夜
を
繰
り
・
返
し
」
た
と

述
べ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
考
え
れ
ば
、
「
漆
胡
樽
」
で
使
用
さ
れ
た

資
料
は
、
井
上
白
身
の
蔵
書
に
あ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
下
、
「
二
」
に
お
け
る
〈
歴
史
〉
が
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
た
か
を
検
討
し

て
み
よ
う
。

　
　
さ
れ
、
麦
を
か
る
の
は
婦
女
子
の
み
と
い
う
歌
謡
が
流
行
し
て
い
た
。

　
　
二
一
）

　
「
後
漢
」
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
か
ら
、
井
上
は
『
後
漢
書
』
を
参
照
し

た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
岡
崎
文
夫
『
魏
晋
南
北
朝
通
史
』

（
昭
和
七
年
九
月
十
五
日
、
弘
文
堂
書
房
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
。

併
し
そ
の
後
桓
帝
元
嘉
年
間
に
再

涼
州
の
諸
禿
二
時
に

湖
北
よ
り
映
西
、
山
西
、
直
隷
地
方
に
こ

し
、
四
川

っ
て
其
害
を
蒙
っ
た
時
、
始
め

て
漢
族
の
間
に
驚
怖
の
念
を
起
さ
し
め
た
よ
う
で
あ
る
。
当
時
次
の
よ
う

な
常
謡
が
流
行
し
た
。

　
小
安
青
々
大
安
枯
、
誰
当
獲
者
婦
奥
姑
、
丈
人
何
在
西
撃
胡
、
吏
買
馬

君
具
車
、
請
為
諸
君
鼓
嘆
胡
（
後
漢
書
五
行
志
）

茫
嘩
の
解
に
よ
れ
ば
、
甲
卒
多
く
徴
発
せ
ら
れ
て
麦
を
か
る
も
の
只
婦

　
　
女
子
の
み
。
（
略
）

　
こ
れ
ら
二
つ
の
文
章
を
比
較
す
れ
ば
、
「
漆
胡
樽
」
の
文
章
が
、
『
魏
晋
南
北

朝
通
史
』
か
ら
の
引
用
に
よ
っ
て
も
可
能
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、

同
じ
よ
う
な
状
況
が
次
の
箇
所
に
も
言
え
る
。

　
世
宗
崩
じ
、
粛
宗
が
即
位
し
た
。
紀
元
五
一
五
年
で
あ
る
。
こ
の
頃
を

境
と
し
て
、
朝
政
は
斎
れ
、
庶
民
荒
類
し
、
地
方
は
疲
弊
の
極
に
達
し
て

い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七

映
西
、
山
西
、
直
隷
の
各
地
方
が
惨
害
を
蒙
っ
た
。
後
漢
衰
亡
の
徴
は
す

で
に
現
わ
れ
、
歴
史
は
そ
の
第
一
歩
を
、
そ
の
後
長
く
続
く
荒
廃
乱
離
の

時
代
へ
と
踏
み
出
そ
う
と
し
て
い
た
。
（
略
）
都
で
は
、
甲
卒
多
く
徴
発

　
　
　
井
上
靖
「
漆
胡
樽
」
論

後
漢
桓
帝
の
一
丸嘉
年

間

涼
州

の
諸
莞

が一
時

に
叛
し

四
川

湖
北



井
上
靖
「
漆
胡
樽
」
論

山
西
一
帯
の
地
で
は
、
百
姓
が
武
人
の
徴
発
と
王
役
を
避
け
て
流
離
し

　
　
　
て
、
郷
里
に
還
ら
な
い
者
が
日
に
日
に
増
え
て
い
た
。
平
陽
の
刺
史
に
李

　
　
　
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

　
　
　
な
る
者
が
あ
っ
た
。
良
民
を
掠
奪
し
、
逼
っ
て
民
の
田
宅
を
売
る
な
ど
多

　
　
　
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

　
　
　
く
の
非
法
の
こ
と
が
あ
っ
て
私
利
を
肥
や
し
た
。
つ
こ

　
こ
の
文
章
の
典
拠
を
「
漢
籍
」
と
す
る
な
ら
ば
、
『
北
史
』
や
『
魏
書
』
が

該
当
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
井
上
靖
文
庫
」
所
蔵
の
志
田
不
動
麿
編
『
世

界
歴
史
大
系
　
第
四
巻
　
東
洋
中
世
史
（
口
）
（
昭
和
九
年
三
月
二
十
四
日
、

平
凡
社
）
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

世
宗
崩
じ
（
五
一
五
）
、
粛
宗
即
位
し
た
。
（
略
）
此
の
如
く
朝
政
既
に
腐

敗
の
跡
顕
然
た
る
時
、
軍
紀
の
弛
緩
も
亦
だ
著
し
く
な
っ
て
来
た
。
武
人

私
欲
を
恣
に
し
て
良
民
を
略
奪
し
、
百
姓
徴
発
に
堪
え
ず
し
て
流
移
を
致

　
　
し
、
競
う
て
王
役
を
避
け
、
故
郷
に
還
ら
ざ
る
に
至
っ
た
。
（
略
）
李
世

　
　
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

　
　
哲
は
相
州
刺
史
で
あ
っ
た
が
、
多
く
非
法
あ
り
、
逼
り
て
民
の
田
宅
を
売

　
　
っ
た
と
あ
り
（
略
）

　
紙
幅
の
都
合
で
全
て
を
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
前
掲

の
書
名
を
挙
げ
た
文
章
に
お
い
て
、
井
上
は
「
漢
籍
」
か
ら
の
引
用
を
行
っ
て

い
な
い
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。

三
、
想
定
さ
れ
る
「
書
物
」

前
掲
し
た
書
物
は
、
作
者
で
あ
る
井
上
が
参
照
し
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八

あ
っ
て
、
作
中
に
は
前
掲
し
た
書
名
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。
コ
戸
田
」
は

こ
れ
ら
の
書
物
を
脇
に
お
い
て
語
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、

「
戸
田
」
が
参
照
し
た
書
物
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
「
戸
田
」
の
人
物
像
に
繋
が
る
問
題
で
あ
る
。
「
戸
田
」
と

は
、
「
考
古
学
に
お
け
る
中
国
に
つ
い
て
の
知
識
」
が
「
相
当
な
も
の
」
で
あ

り
、
「
故
Ｈ
博
士
」
に
「
学
識
を
買
わ
れ
て
い
た
」
と
い
う
人
物
で
あ
る
。
井

上
は
後
に
「
戸
田
」
の
語
り
・
に
つ
い
て
、
「
学
者
に
語
ら
せ
る
と
い
う
形
」
と

述
べ
て
い
仙
。
ま
た
、
「
故
Ｈ
博
士
」
と
は
、
京
大
教
授
・
演
田
耕
作
を
指
す

と
考
え
ら
れ
ふ
。
そ
し
て
、
「
戸
田
」
が
語
り
始
め
る
状
況
は
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。

　
　
戸
田
竜
英
は
机
の
上
か
ら
二
、
三
冊
の
ノ
ー
ト
と
、
書
棚
か
ら
数
冊
の
書

　
　
物
を
取
り
出
し
、
そ
れ
ら
の
あ
ち
こ
ち
を
あ
け
て
机
の
上
に
い
っ
ぱ
い
並

　
　
べ
る
と
、
講
義
で
も
す
る
よ
う
に
、
ち
ょ
っ
と
坐
り
直
し
、
い
つ
か
ま
た

　
　
前
の
冷
た
さ
に
返
っ
て
い
る
眼
を
机
の
上
の
一
冊
の
ノ
ー
ト
の
上
に
落
し

　
　
た
。
（
口

　
「
戸
田
」
は
、
「
二
、
三
冊
の
ノ
ー
ト
」
と
「
書
棚
」
か
ら
取
り
出
さ
れ
た

「
数
冊
の
書
物
」
を
も
と
に
語
り
始
め
て
い
る
。
「
戸
田
」
の
人
物
像
を
考
え
れ

ば
、
そ
れ
ら
は
井
上
が
参
照
し
た
書
物
と
異
な
る
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ

な
ら
、
「
戸
田
」
の
「
書
斎
」
は
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
掃
除
の
行
き
届
い
た
清
潔
な
感
じ
の
中
庭
に
面
し
た
書
斎
で
、
漢
籍
や



　
　
仏
典
の
乱
雑
に
積
み
上
げ
ら
れ
た
大
き
な
机
を
挾
ん
で
、
私
は
戸
田
竜
英

　
　
と
向
か
い
合
っ
て
坐
っ
た
。
（
口

　
「
漢
籍
や
仏
典
」
が
「
積
み
上
げ
ら
れ
」
だ
「
書
斎
」
を
設
定
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
「
学
者
」
と
し
て
の
「
戸
田
」
の
人
物
像
が
補
強
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
「
書
斎
」
で
「
戸
田
」
は
語
る
。
つ
ま
り
・
、
コ
戸
田
」
の
人
物
像
と
、
「
漢

籍
や
仏
典
」
が
「
積
み
上
げ
ら
れ
」
だ
「
書
斎
」
と
い
う
状
況
設
定
、
ま
た

「
戸
田
」
の
語
り
に
登
場
す
る
唯
一
の
書
名
で
あ
る
「
『
漢
書
』
西
域
伝
」
に
よ

っ
て
、
「
戸
田
」
の
語
り
の
背
景
に
は
文
字
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
〈
歴
史
〉
が

堆
積
す
る
の
で
あ
る
。

　
「
戸
田
」
の
語
り
・
の
背
景
に
は
、
以
下
に
挙
げ
る
書
物
が
想
定
で
き
る
だ
ろ

う
。
例
え
ば
、
商
務
印
書
館
発
行
の
「
四
部
叢
刊
史
部
　
百
納
本
二
十
四
史
」

に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
漢
籍
」
は
「
戸
田
」
も
参
照
が
可
能
で
あ
る
。
「
張
驀
」

に
つ
い
て
は
、
班
固
撰
『
宋
景
祐
本
漢
書
』
三
十
二
冊
中
の
「
張
驀
李
廣
利
傅

第
三
十
口
が
典
拠
と
し
て
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
『
漢
書
』
西
域
伝
」
に
つ

い
て
も
、
同
書
「
西
域
伝
第
六
十
六
上
」
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
「
匈
奴
」

に
関
す
る
記
述
は
、
司
馬
遷
撰
『
宋
本
史
記
』
三
十
冊
中
の
「
匈
奴
列
伝
第
五

十
」
が
想
定
さ
れ
飴
。
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
更
に
「
後
漢
桓
帝
の
元
嘉
年
間
」

の
記
述
に
は
、
茫
嘩
撰
『
宋
紹
興
本
後
漢
書
』
四
十
冊
中
の
「
志
第
十
三
五
行

口
の
内
容
が
相
当
に
や
「
平
陽
の
刺
史
」
で
あ
る
「
李
」
に
つ
い
て
は
、
李

延
寿
撰
『
元
本
北
史
』
三
十
二
冊
中
の
「
列
伝
第
三
十
一
李
崇
」
の
内
容
が
相

　
　
　
　
　
井
上
靖
「
漆
胡
樽
」
論

当
す
縦
。
つ
ま
り
、
「
漆
胡
樽
」
に
つ
い
て
の
「
戸
田
」
の
語
り
の
背
景
に
は
、

こ
れ
ら
の
文
字
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
〈
歴
史
〉
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
四
、
〈
歴
史
〉
へ
の
態
度

　
「
戸
田
」
は
「
御
物
展
」
に
「
裏
方
」
と
し
て
深
く
関
わ
っ
て
い
る
人
物
で

あ
る
。
そ
の
「
戸
田
」
の
語
り
・
は
、
「
御
物
展
」
の
〈
歴
史
〉
　
へ
の
態
度
を
代

表
す
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
「
戸
田
」
の
語
り
に
つ
い
て

「
私
」
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
　
私
は
勿
論
、
戸
田
竜
英
の
話
を
信
用
し
て
は
い
な
い
。
私
は
日
が
経
つ

　
　
に
つ
れ
、
彼
自
身
こ
そ
一
個
の
唄
石
で
あ
り
、
彼
が
私
に
物
語
っ
た
話
こ

　
　
そ
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
彼
が
半
生
に
お
い
て
為
し
た
大
陸
に
お
け
る
彼

　
　
の
歴
程
の
記
録
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
が
次
第
に
濃
く
な
っ
て
来
て
い

　
　
る
。
（
三
）

　
こ
の
「
信
用
し
て
は
い
な
い
」
と
い
う
「
私
」
の
言
葉
が
、
「
戸
田
」
が
最

後
に
付
け
加
え
た
「
話
」
へ
の
解
答
で
あ
る
と
い
う
点
に
注
目
し
て
み
よ
う
。

そ
の
「
話
」
と
は
、
「
御
物
展
」
の
準
備
の
際
に
「
漆
胡
樽
」
に
「
二
千
年
前

の
あ
る
民
族
の
、
移
動
前
夜
の
酒
宴
の
酒
」
に
よ
る
「
帯
状
の
し
み
」
を
「
発

見
し
た
」
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
結
末
に
よ
っ
て
、
「
戸
田
」
の
「
話
」

は
、
「
張
驀
の
西
域
入
り
よ
り
ほ
ぼ
百
年
前
」
と
現
在
を
結
ぶ
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
「
漆
胡
樽
」
の
「
来
歴
」
に
つ
い
て
の
コ
戸
田
」
の
語
り
は
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九



　
　
　
　
　
井
上
靖
「
漆
胡
樽
」
論

「
帯
状
の
し
み
」
の
「
発
見
」
を
発
端
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
前
掲

し
た
「
漢
籍
」
に
は
「
漆
胡
樽
」
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
い
。
書
物
＝
〈
歴
史
〉

の
堆
積
を
背
景
に
も
つ
「
漆
胡
樽
」
に
つ
い
て
の
「
戸
田
」
の
語
り
は
、
「
帯

状
の
し
み
」
の
「
発
見
」
に
よ
っ
て
、
〈
歴
史
〉
の
間
に
「
漆
胡
樽
」
を
挿
入

し
た
も
の
な
の
だ
。
「
奈
良
博
物
館
」
を
再
び
訪
れ
た
「
私
」
は
「
漆
胡
樽
」

に
「
帯
状
の
し
み
」
を
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
「
戸
田
」
の
語
り

の
根
拠
で
あ
る
「
帯
状
の
し
み
」
は
、
「
戸
田
」
に
し
か
見
え
な
い
も
の
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
結
果
、
「
私
」
は
「
戸
田
」
の
語
り
を
「
彼
の
歴
程
の
記
録
」
と
い
う

個
人
的
な
体
験
と
し
て
受
け
取
る
。
日
本
人
の
過
去
の
姿
を
標
榜
す
る
「
御
物

展
」
に
深
く
関
わ
る
人
物
で
あ
る
「
戸
田
」
が
語
る
「
漆
胡
樽
」
の
〈
歴
史
〉

が
、
「
戸
田
」
の
個
人
的
な
体
験
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
御
物

展
」
が
標
榜
す
る
〈
歴
史
〉
が
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
の

だ
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
漆
胡
樽
」
が
展
示
さ
れ
て
い
る
「
御
物
展
」
は
、
「
敗

戦
」
に
打
ち
ひ
し
が
れ
た
国
民
が
「
過
去
に
お
け
る
我
国
文
化
を
か
え
り
見
て

そ
の
認
識
を
新
た
に
し
、
日
本
文
化
再
発
足
の
基
礎
を
作
る
」
と
い
う
目
的
に

よ
っ
て
開
催
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
次
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
小
説
「
漆

胡
樽
」
は
こ
の
よ
う
な
同
時
代
的
文
脈
を
取
り
込
ん
で
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
博
物
館
の
正
面
の
入
場
口
に
は
、
階
段
か
ら
広
場
へ
か
け
て
、
戦
前
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇

　
　
は
決
し
て
見
ら
れ
な
か
っ
た
薄
汚
れ
た
服
装
の
入
場
者
達
が
、
長
い
列
を

　
　
作
っ
て
い
た
。
人
々
は
概
ね
押
し
黙
っ
て
、
忍
耐
強
く
、
自
分
の
順
番
の

　
　
来
る
の
を
待
っ
て
立
っ
て
い
た
。
二
二
）

　
「
御
物
展
」
に
は
「
戦
前
に
は
決
し
て
見
ら
れ
な
か
っ
た
薄
汚
れ
た
服
装
の

入
場
者
達
」
が
集
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
等
の
ま
な
ざ
し
は
「
日
本
人
の

過
去
の
姿
」
に
は
向
け
ら
れ
て
い
な
い
。
「
い
か
な
る
物
か
ら
も
最
早
感
動
を

得
な
い
か
の
よ
う
な
」
「
人
々
」
の
ま
な
ざ
し
は
、
明
確
な
〈
歴
史
〉
を
持
た

な
い
「
漆
胡
樽
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
井
上
は
「
漆
胡
樽
」
の
執

筆
動
機
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
　
戦
後
の
混
乱
期
で
ヤ
ミ
市
が
あ
っ
た
り
、
駅
に
は
復
員
兵
の
姿
が
見
ら
れ

　
　
る
時
期
で
し
た
。
正
倉
院
展
は
そ
ん
な
時
代
の
は
じ
め
て
の
文
化
的
な
催

　
　
し
で
、
私
は
新
聞
記
者
と
し
て
見
に
行
っ
た
の
で
す
が
、
そ
ま
つ
な
服
装

　
　
の
見
物
客
が
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
の
列
を
つ
く
っ
て
ま
し
た
。
み
ん
な
無
気

　
　
力
な
表
情
な
ん
で
す
が
漆
胡
樽
と
い
う
え
た
い
の
知
れ
な
い
器
物
を
見
て

　
　
る
ん
で
す
。
あ
れ
は
美
術
品
な
ど
じ
ゃ
な
い
、
ラ
ク
ダ
の
背
に
積
む
生
活

　
　
の
器
具
な
ん
だ
が
、
名
前
も
、
ど
う
や
っ
て
日
本
へ
来
た
か
も
わ
か
ら
な

い
。
だ
か
ら
私
は
想
像
で
小
説
に
書
い
た
わ
け
で
ぬ
。

　
こ
こ
で
も
、
「
漆
胡
樽
」
は
「
戦
後
の
混
乱
期
」
と
接
続
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
同
時
代
の
「
御
物
展
」
を
め
ぐ
る
言
説
と
は
異
な
り
、
小
説
「
漆
胡

樽
」
に
登
場
す
る
人
物
達
は
、
「
私
」
も
含
め
誰
∵
人
と
し
て
「
御
物
」
に
過



去
の
日
本
人
の
姿
を
投
影
す
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
・
、
「
御
物
」
か
ら
日
本

人
の
〈
歴
史
〉
を
受
け
取
る
人
物
は
描
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
彼
等
の
ま

な
ざ
し
は
、
日
本
人
の
〈
歴
史
〉
で
は
な
く
、
「
生
活
の
器
具
」
と
い
う
こ
と

以
外
が
不
明
な
ー
文
字
に
よ
る
〈
歴
史
〉
を
持
だ
な
い

向
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

お
わ
り
に

「
漆
胡
樽
」
に

史
〉
で
あ
り
、
一
つ
は
「
御
物
展
」
と
い
う
同
時
代
的
な
〈
歴
史
〉
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
歴
史
小
説
」
に
分
類
さ
れ
る
も
の
は
、
文
字
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た

〈
歴
史
〉
が
小
説
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
小
説
「
漆
胡
樽
」
は
、
「
御
物

展
」
と
い
う
同
時
代
的
な
〈
歴
史
〉
の
中
で
、
「
漢
籍
」
を
背
景
に
持
つ
〈
歴

史
〉
が
語
ら
れ
る
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
、
井
上
の
〈
歴
史
〉
へ
の
態
度
が
表

明
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
テ
ッ
サ
ー
モ
ー
リ
ス
ー
ス
ズ
キ
は
、
井
上
の
「
歴
史
小
説
」
が
多
く
の
読
者

に
読
ま
れ
た
原
因
は
「
膨
大
な
歴
史
研
究
を
基
盤
と
し
て
い
る
と
読
者
に
信
じ

さ
せ
る
よ
う
な
形
式
で
書
か
れ
た
、
歴
史
の
再
構
聡
」
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

確
か
に
、
小
説
「
漆
胡
樽
」
に
お
け
る
〈
歴
史
〉
は
、
井
上
が
実
際
に
参
照
し

た
書
物
の
存
在
が
消
さ
れ
、
膨
大
な
「
漢
籍
」
の
堆
積
の
上
に
書
か
れ
た
も
の

の
よ
う
な
形
式
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
小
説
「
漆
胡
樽
」
に
お
け
る
井
上

の
〈
歴
史
〉
　
へ
の
態
度
は
、
「
歴
史
の
再
構
成
」
へ
の
問
題
意
識
を
内
包
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
小
説
「
漆
胡
樽
」
に
お
け
る
井

上
の
〈
歴
史
〉
　
へ
の
態
度
は
、
〈
歴
史
〉
の
語
り
手
の
問
題
を
孕
ん
で
い
る
の

だ
。
あ
る
時
代
に
、
あ
る
語
り
手
に
よ
っ
て
、
〈
歴
史
〉
が
再
構
成
さ
れ
る
時
、

そ
こ
に
は
「
語
り
手
」
の
個
人
的
な
体
験
が
介
在
す
る
こ
と
を
小
説
「
漆
胡

樽
」
は
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
問
題
意
識
は
「
歴
史
の
再

構
成
」
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
代
の
歴
史
叙
述
に
も
接
続
さ
れ
て
い
る
。

　
小
説
「
漆
胡
樽
」
は
、
「
歴
史
の
再
構
成
」
が
個
人
的
な
体
験
に
寄
り
添
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一

　
開
催
当
時
に
は
、
「
御
物
展
」
の
目
的
に
則
し
た
、
模
範
的
な
態
度
を
表
明

し
た
言
説
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
言
説
が
重
な
る
こ
と
は
、
「
御
物

展
」
に
よ
っ
て
「
敗
戦
」
に
打
ち
ひ
し
が
れ
た
国
民
は
過
去
の
日
本
人
の
姿
を

想
起
し
勇
気
付
け
ら
れ
た
と
い
う
言
説
が
支
配
的
に
な
る
可
能
性
を
孕
ん
で
い

た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
・
、
「
御
物
展
」
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
が
、
国
民
の
集
団
的
な
〈
記
憶
〉
と
し
て
編
成
さ
れ
、
〈
歴
史
〉

に
登
録
さ
れ
る
可
能
性
を
孕
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
て
、
小
説
「
漆
胡
樽
」
は
、
「
御
物
展
」
の
〈
歴

史
〉
　
へ
の
態
度
を
代
表
す
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
「
戸
田
」
の
語
り
を
、

「
私
」
が
個
人
的
な
体
験
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
御
物
展
」
が
標
榜

す
る
「
日
本
人
の
過
去
の
姿
」
＝
〈
歴
史
〉
を
脱
臼
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
小
説
「
漆
胡
樽
」
に
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
〈
歴
史
〉
が
内
包
さ
れ
て
い

る
。
一
つ
は
コ
戸
田
」
の
語
り
に
代
表
さ
れ
る
文
字
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
〈
歴

　
　
　
　
　
井
上
靖
「
漆
胡
樽
」
論

｜



　
　
　
　
　
井
上
靖
「
漆
胡
樽
」
論

も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
「
日
本
人
の
過
去
の
姿
」
と
い
う
集
団
的
な
〈
記

憶
〉
に
回
収
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
「
御
物
展
」
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て
。

そ
の
一
方
で
「
生
活
の
器
具
」
と
し
て
の
「
漆
胡
樽
」
に
来
館
者
を
集
中
さ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
御
物
展
」
の
姿

を
提
示
し
て
い
る
の
だ
。
つ
ま
り
・
、
小
説
「
漆
胡
樽
」
は
、
集
団
的
な
〈
記

憶
〉
と
し
て
の
「
御
物
展
」
の
〈
歴
史
〉
に
裂
け
目
を
入
れ
る
可
能
性
を
持
っ

た
作
品
な
の
で
あ
る
。
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①
　
外
村
繁
「
文
芸
時
評
」
（
「
東
京
新
聞
」
昭
和
二
十
五
年
四
月
十
日
）

②
　
竹
中
郁
「
文
芸
時
評
」
（
「
大
阪
新
聞
」
昭
和
二
十
五
年
四
月
十
一
日
）

③
　
曾
根
博
義
「
Ⅳ
　
歴
史
小
説
－
「
漆
胡
樽
」
か
ら
「
孔
子
」
ま
で
」
（
「
井
上
靖
展

　
詩
と
物
語
の
大
河
　
　
北
国
　
氷
壁
　
敦
煌
　
し
ろ
ぽ
ん
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孔
子
　
　
」
所
収
、

　
平
成
十
五
年
十
月
四
日
、
神
奈
川
近
代
文
学
館
）

①
　
例
え
ば
、
山
本
健
吉
は
「
井
上
靖

十
二
の
肖
像
画
（
八
）
」
ス
群
像
」
第
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

七
巻
第
八
号
、
昭
和
三
十
七
年
八
月
一
日
、
講
談
社
）
の
中
で
、
「
『
玉
碗
記
』
『
漆

胡
樽
』
な
ど
を
通
路
と
し
て
開
け
て
来
た
一
聯
の
西
域
小
説
の
系
列
は
、
そ
れ
が
か

つ
て
の
氏
の
も
っ
と
も
大
き
な
夢
を
な
ぞ
り
、
膨
張
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
点
で
、
も

っ
と
も
作
家
に
臍
の
緒
で
つ
な
が
っ
た
作
品
だ
と
言
え
よ
う
」
と
述
べ
て
い
る
し
、

小
笠
原
克
は
「
井
上
靖
の
西
域
取
材
作
」
ス
国
文
学
　
解
釈
と
教
材
の
研
究
」
第
七

巻
第
七
号
、
昭
和
三
十
七
年
六
月
▽
日
、
學
燈
社
）
の
中
で
、
散
文
詩
「
漆
胡
樽
」

に
つ
い
て
、
「
こ
の
短
い
散
文
詩
に
こ
め
ら
れ
た
思
い
こ
そ
、
彼
の
西
域
取
材
作
品

に
、
あ
る
と
き
は
史
実
に
忠
実
な
形
で
、
あ
る
と
き
は
空
想
の
翼
を
か
り
て
、
あ
る

一
〇
二

と
き
は
抒
情
的
ム
ー
ド
の
な
か
に
、
共
通
し
て
流
れ
て
い
る
ム
ー
ド
で
あ
る
だ
ろ

う
」
と
述
べ
て
い
る
。

⑤
　
柴
口
順
一
「
井
上
靖
の
い
わ
ゆ
る
歴
史
小
説
の
た
め
に

越
え
て

『
蒼
き
狼
』
論
争
を

」
（
曽
根
博
義
編
「
井
上
靖
－
詩
と
物
語
の
饗
宴
」
平
成
八
年
十
二
月

　
十
日
、
至
文
堂
）

　
　
ま
た
、
柴
口
は
「
漆
胡
樽
」
が
「
歴
史
小
説
」
に
分
類
さ
れ
た
理
由
と
し
て
、

　
「
「
二
」
の
歴
史
小
説
風
の
物
語
か
ら
見
れ
ば
そ
の
解
説
と
も
い
う
べ
き
二
」
「
三
」

　
と
「
二
」
の
い
わ
ゆ
る
歴
史
小
説
の
文
体
に
基
本
的
に
変
化
が
な
か
っ
だ
か
ら
で
あ

　
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

⑥
　
奈
良
国
立
博
物
館
編
『
奈
良
国
立
博
物
館
百
年
の
歩
み
』
（
平
成
七
年
四
月
二
十

　
Ｔ
日
、
奈
良
国
立
博
物
館
）

⑦
　
昭
和
二
十
一
年
十
月
十
九
日
の
「
毎
日
新
聞
（
大
阪
）
」
は
、
「
十
九
日
の
招
待
日

　
を
皮
切
り
に
廿
日
は
進
駐
軍
招
待
日
、
二
十
一
日
か
ら
十
一
月
九
日
ま
で
一
般
に
公

　
開
さ
れ
る
」
と
記
し
て
い
る
。

⑧
　
『
正
倉
院
特
別
展
観
目
録
』
（
昭
和
二
十
一
年
十
月
十
八
日
、
帝
室
博
物
館
）

⑨
　
『
井
上
靖
全
集
』
別
巻
（
平
成
十
二
年
四
月
二
十
五
日
、
新
潮
社
）
所
収
の
「
井

　
上
靖
年
譜
」
に
は
、
昭
和
二
十
一
年
「
一
月
、
大
阪
本
社
文
化
部
副
部
長
。
」
と
あ

　
る
。
ち
な
み
に
同
年
「
四
月
、
第
一
回
正
倉
院
展
を
取
材
。
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は

　
事
実
と
は
異
な
る
。

⑩
　
井
上
は
「
美
し
き
も
の
と
の
出
会
い
（
連
載
第
十
一
回
　
漆
胡
樽
と
破
損
仏
）
」

　
（
「
文
芸
春
秋
」
第
四
十
九
巻
第
十
一
号
、
昭
和
四
十
六
年
十
盲
こ
日
、
文
芸
春
秋

　
社
）
の
中
で
、
「
私
は
公
開
中
、
何
回
か
会
場
に
足
を
運
ん
だ
。
陳
列
さ
れ
て
あ
る

　
御
物
の
紹
介
記
事
を
綴
っ
た
り
、
専
門
家
に
同
行
し
て
貰
っ
て
、
そ
の
解
説
記
事
を

　
と
っ
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

⑥
　
例
え
ば
、
「
正
倉
院
の
秘
扉
開
く
」
（
「
朝
日
新
聞
」
、
昭
和
二
十
一
年
十
月
二
十

　
日
）
で
は
、
「
正
倉
院
特
別
展
観
は
十
九
日
の
招
待
日
を
…
（
後
略
）
」
と
表
記
さ
れ



て
い
る
し
、
「
正
倉
院
の
特
別
公
開
」
（
「
朝
日
新
聞
」
、
昭
和
二
十
一
年
十
月
二
十
二

日
）
で
は
、
「
待
望
の
正
倉
院
特
別
展
観
は
廿
一
日
か
ら
一
般
に
…
（
後
略
）
」
と
あ

る
。
ま
た
、
「
入
場
者
十
五
萬
　
正
倉
院
展
観
終
る
」
（
「
朝
日
新
聞
」
、
昭
和
二
十
一

　
年
十
一
月
十
日
）
で
は
「
正
倉
院
特
別
展
観
は
九
日
無
事
に
閉
幕
・
：
（
後
略
）
」
と

　
あ
る
。

⑩
「
毎
日
新
聞
（
大
阪
）
」
の
記
事
の
見
出
し
は
次
の
よ
う
に
「
御
物
展
」
で
統
一
さ

　
れ
て
い
る
。

・
「
正
倉
院
御
物
　
十
月
廿
一
日
か
ら
公
開
」
（
昭
和
二
十
一
年
九
月
八
日
）
　
・
「
絢

爛
の
御
物
世
二
点
　
楽
器
等
か
ら
台
所
品
ま
で
多
種
多
様
」
（
昭
和
二
十
一
年
九
月

九
日
）
　
・
広
告
「
解
説
に
よ
る
正
倉
院
御
物
見
学
の
会
」
（
昭
和
二
十
一
年
十
月
十

一
日
）
　
・
「
廿
▽
日
か
ら
正
倉
院
御
物
展
　
警
備
巡
査
増
強
・
旅
館
も
斡
旋
」
（
昭

和
二
十
一
年
十
月
四
日
）
　
・
藤
井
宇
多
治
郎
「
正
倉
院
御
物
に
つ
い
て
」
（
昭
和
二

十
一
年
十
月
七
日
）
　
・
「
御
物
展
観
を
め
ぐ
る
催
し
」
（
昭
和
二
十
一
年
十
月
七
日
）

・
「
正
倉
院
の
御
物
展
観
　
け
ふ
招
待
」
（
昭
和
二
十
一
年
十
月
十
九
日
）
　
・
「
正
倉

院
御
物
展
開
く
　
き
の
ふ
招
待
日
・
会
場
は
真
摯
な
空
気
」
（
昭
和
二
十
一
年
十
月

二
十
日
）
　
・
「
正
倉
院
御
物
展
廿
八
日
一
般
は
午
後
か
ら
」
（
昭
和
二
十
一
年
十
月

　
二
十
七
日
）
　
・
「
正
倉
院
御
物
展
け
ふ
終
幕
」
（
昭
和
二
十
一
年
十
一
月
九
日
）

⑩
　
も
っ
と
も
、
こ
の
表
記
は
「
毎
日
新
聞
」
特
有
の
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　
例
え
ば
、
神
奈
川
近
代
文
学
館
所
蔵
「
井
上
靖
文
庫
」
に
登
録
さ
れ
て
い
る
亀
田
孜

　
『
正
倉
院
御
物
展
観
の
栞
』
（
昭
和
二
十
一
年
十
月
二
十
日
、
近
畿
日
本
鉄
道
）
も

　
「
正
倉
院
御
物
展
観
」
と
い
う
名
称
を
選
択
し
て
い
る
。
井
上
が
こ
れ
を
参
照
し
て

　
「
御
物
展
」
と
記
し
か
可
能
性
も
あ
る
が
、
ど
ち
ら
か
ら
の
選
択
で
あ
る
か
を
特
定

　
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
論
で
は
井
上
自
身
の
表
記
を
尊
重
し
、
「
御
物
展
」
と

　
表
記
す
る
。

⑩⑤

奈
良
国
立
博
物
館
編
『
奈
良
国
立
博
物
館
百
年
の
歩
み
』
（
前
掲
）

和
田
軍
一
は
『
正
倉
院
案
内
』
（
平
成
八
年
二
月
十
日
、
吉
川
弘
文
館
）
の
中
で
、

井
上
靖
「
漆
胡
樽
」
論

　
「
御
物
展
」
に
つ
い
て
、
「
終
戦
後
の
心
の
空
虚
な
時
期
で
も
あ
り
、
ま
た
、
関
西
で

　
の
初
の
一
般
公
開
で
も
あ
る
の
で
、
観
覧
者
は
こ
の
狭
い
陳
列
館
に
十
五
万
、
一
日

　
平
均
七
〇
〇
〇
人
も
殺
到
し
て
、
最
終
日
に
は
急
に
夜
間
公
開
ま
で
し
て
、
押
し
寄

　
せ
た
人
波
を
さ
ば
く
ほ
か
は
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

⑩
　
矢
代
幸
雄
「
正
倉
院
御
物
を
拝
観
し
て
」
（
「
朝
日
新
聞
」
昭
和
二
十
一
年
十
月
十

　
八
日
）

⑤
　
『
正
倉
院
特
別
展
観
目
録
』
（
前
掲
）

⑩
　
藤
田
信
勝
「
正
倉
院
を
拝
観
し
て
」
ス
タ
刊
新
大
阪
」
昭
和
二
十
一
年
十
一
月
四

　
日
）

⑩
　
井
上
靖
「
安
閑
天
皇
の
玉
碗
」
（
「
芸
術
新
潮
」
第
四
巻
第
一
号
、
昭
和
二
十
八
年

　
⊇
旦
日
、
新
潮
社
）

⑩
　
井
上
は
「
美
し
き
も
の
と
の
出
会
い
（
連
載
十
一
回
　
漆
胡
樽
と
破
損
仏
）
」
（
前

　
掲
）
の
中
で
、
「
私
は
小
説
「
漆
胡
樽
」
で
、
そ
れ
が
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
あ
る
民

　
族
の
駱
駝
の
背
か
ら
匈
奴
の
手
に
渡
り
・
、
そ
れ
が
中
国
に
も
た
ら
さ
れ
、
更
に
日
本

　
の
遣
唐
使
の
一
行
の
手
に
移
り
、
日
本
に
渡
っ
て
正
倉
院
の
宝
庫
に
収
ま
る
ま
で
の

　
経
緯
を
、
全
く
の
勝
手
な
想
像
で
綴
っ
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

⑤
　
井
上
靖
「
新
潮
と
私
」
（
「
新
潮
」
第
五
十
二
巻
第
四
号
、
昭
和
三
十
年
四
月
一
日
、

　
新
潮
社
）

⑩
　
班
固
撰
『
宋
景
祐
本
漢
書
』
三
十
二
冊
（
四
部
叢
刊
史
部
、
百
納
本
二
十
四
史
、

　
中
華
民
国
十
九
年
（
昭
和
五
年
）
八
月
、
商
務
印
書
館
）

⑩
　
山
崎
健
司
「
小
説
の
四
季
沼
　
漆
胡
樽
　
井
上
靖
」
ス
読
売
新
聞
」
夕
刊
、
昭

　
和
四
十
九
年
三
月
十
三
日
）

⑩
「
京
都
の
Ｈ
教
授
」
（
「
故
Ｈ
教
授
」
）
と
し
て
想
定
さ
れ
る
人
物
は
、
「
近
代
考
古

　
学
の
父
」
（
礪
波
護
・
藤
井
譲
治
編
『
京
大
束
洋
学
の
百
年
』
平
成
十
四
年
五
月
二

　
十
日
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
）
と
呼
ば
れ
る
演
田
耕
作
（
昭
和
十
三
年
七
月
二
十

　
五
日
没
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
〇
三



　
　
　
　
井
上
靖
「
漆
胡
樽
」
論

⑤
　
司
馬
遷
撰
『
宋
本
史
記
』
三
十
冊
（
四
部
叢
刊
史
部
、
百
納
本
二
十
四
史
、
中
華

　
民
国
二
十
五
年
（
昭
和
十
一
年
）
十
二
月
、
商
務
印
書
館
）

⑩
　
茫
嘩
撰
『
宋
紹
興
本
後
漢
書
』
四
十
冊
（
四
部
叢
刊
史
部
、
百
納
本
二
十
四
史
、

　
中
華
民
国
二
十
年
（
昭
和
六
年
）
八
月
、
商
務
印
書
館
）

⑤
　
李
延
寿
撰
『
元
本
北
史
』
三
十
二
冊
（
四
部
叢
刊
史
部
、
百
納
本
二
十
四
史
、
中

　
華
民
国
二
十
四
年
（
昭
和
十
年
）
十
二
月
、
商
務
印
書
館
）

⑩
　
山
崎
健
司
「
小
説
の
四
季
5
9
　
漆
胡
樽
　
井
上
靖
」
（
前
掲
）

⑩
　
テ
ッ
サ
ー
モ
ー
リ
ス
ー
ス
ズ
キ
『
過
去
は
死
な
な
い
　
メ
デ
ィ
ア
・
記
憶
・
歴

　
史
』
（
平
成
十
六
年
八
月
二
十
六
日
、
岩
波
書
店
）

〔
付
記
〕
　
本
稿
で
引
用
し
た
井
上
靖
の
文
章
は
、
『
井
上
靖
全
集
』
全
二
十
八
巻
・
別

　
　
　
巻
一
　
（
平
成
七
年
四
月
二
十
日
～
平
成
十
二
年
四
月
二
十
五
日
、
新
潮
社
）
を

　
　
　
底
本
と
す
る
。
ま
た
、
引
用
部
の
傍
線
及
び
（
略
）
は
、
す
べ
て
引
用
者
に
よ

　
　
　
る
。

一
〇
四


